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おいらせ町議会 令和８第１回定例会記録 

おいらせ町議会   令和８年第１回定例会記録 

招 集 年 月 日 令和８年３月５日（木） 

招 集 の 場 所 おいらせ町役場本庁舎議場 

開 会 令和８年３月５日 午前１０時００分 議長宣告 

散 会 令和８年３月５日 午前１０時４８分 議長宣告 

応 招 議 員 

 

議席番号 氏   名 議席番号 氏   名 

１番 小 向 幸 祐 ２番 大 浦 陽 子 

３番 天 間 財 子 ４番 小笠原 伸 也 

５番 沢 尾 宏 之 ６番 柏 﨑   勉 

７番 佐々木   勝 ８番 澤 上   訓 

９番 木 村 忠 一 １０番 日野口 和 子 

１１番 平 野 敏 彦 １２番 楢 山   忠 

１３番 川 口 弘 治 １４番 西 館 芳 信 

１５番 吉 村 敏 文 １６番 松 林 義 光 

不 応 招 議 員 なし 

出 席 議 員 １５名 

欠 席 議 員 ３番 天 間 財 子   

地方自治法第

121条の規定

により説明の

ため出席した

者の職氏名 

職     名 氏   名 職     名 氏   名 

町 長 成 田   隆 副 町 長 小 向 仁 生 

総 務 課 長 心 得 安 藤   靖 政 策 推 進 課 長 田 中 貴 重 

財 政 管 財 課 長 長 田 中 淳 也 まちづくり防災課長 久保田 優 治 

税 務 課 長 堤   雅 之 町 民 課 長 佐 藤 啓 二 

健 康 保 険 課 長 鈴 木 政 康 子 育 て 支 援 課 長 小 向 正 樹 

介 護 福 祉 課 長 松 山 公 士 農 林 水 産 課 長 柏 崎 和 紀 

商 工 観 光 課 長 柏 崎 勝 徳 地 域 整 備 課 長 岡 本 啓 一 

会計管理者・会計課長 澤 頭 則 光 病 院 事 務 長 桒 嶋 泰 幸 

教 育 委 員 教 育 長 松 林 義 一 学 務 課 長 福 田 輝 雄 

社会教育・体育課長 三 村 俊 介 選挙管理委員会委員長 田 中 直 喜 

選挙管理委員会事務局次長 安 藤   靖 農業委員会事務局長 柏 崎 和 紀 

監 査 委 員 柏 崎 堅 一 監 査 委 員 事 務 局 長 小 向 正 志 
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本会議に職務
のため出席し
た者の職氏名 

事 務 局 長 小 向 正 志 事 務 局 次 長 中 里   浩 

事 務 局 主 幹 原 本 愁 子   

町 長 提 出 

議 案 の 題 目 

１ 議案第 ３号 おいらせ町執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部を改

正する条例について 

２ 議案第 ４号 おいらせ町印鑑条例の一部を改正する条例について 

３ 議案第 ５号 おいらせ町火入れに関する条例の一部を改正する条例について 

４ 議案第 ６号 町道の路線認定について 

５ 議案第 ７号 令和７年度おいらせ町一般会計補正予算（第９号）について 

６ 議案第 ８号 令和７年度おいらせ町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

について 

７ 議案第 ９号 令和７年度おいらせ町奨学資金貸付事業特別会計補正予算（第２

号）について 

８ 議案第１０号 令和７年度おいらせ町介護保険特別会計補正予算（第４号）につ

いて 

９ 議案第１１号 令和７年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）

について 

10 議案第１２号 令和７年度おいらせ町病院事業会計補正予算（第５号）について 

11 議案第１３号 令和７年度おいらせ町下水道事業会計補正予算（第４号）につい

て 

12 議案第１４号 令和８年度おいらせ町一般会計予算について 

13 議案第１５号 令和８年度おいらせ町国民健康保険特別会計予算について 

14 議案第１６号 令和８年度おいらせ町奨学資金貸付事業特別会計予算について 

15 議案第１７号 令和８年度おいらせ町介護保険特別会計予算について 

16 議案第１８号 令和８年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計予算について 

17 議案第１９号 令和８年度おいらせ町病院事業会計予算について 

18 議案第２０号 令和８年度おいらせ町下水道事業会計予算について 

 

 

 

 

 

 

議 員 提 出 

議 案 の 題 目 

１ 発委第 １号 おいらせ町議会の個人情報の保護に関する条例施行規程の一部を

改正する訓令について 

２ 委員会の閉会中の継続調査申出について（議会運営委員会、産業民生常任委員会） 

 

開 議 午前１０時００分 
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議 事 日 程 議長は、本日の議事日程を次のとおり報告した。（別添付） 

会 議 録 署 名 

議 員 の 指 名 

議長は、会議録署名議員に次の２名を指名した。 

１２番   楢 山   忠議員 

 

１３番   川 口 弘 治議員 

 

議  案  の  経  過 

日 程 発 言 者 発 言 者 の 要 旨 

  

事務局長 

（小向正志君） 

 

 おはようございます。 

 議場内の皆様にお願い申し上げます。 

 議場内では携帯電話等の電源を切るか、マナーモードに設定くだ

さるようお願いいたします。 

 

 修礼を行いますので、ご起立願います。 

 礼。ご着席ください。 

 

会議成立 

開会宣言 

松林議長  おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は１５人です。 

 定足数に達しておりますので、これより令和８年第１回おいらせ

町議会定例会を開会いたします。 

 

  （開会時刻 午前１０時００分） 

 

開議宣告 松林議長  直ちに本日の会議を開きます。 

 なお、天間財子議員は体調不調により欠席であります。 

 また、松林勝智農業委員会会長は本日所用のため欠席との申出が

ありましたので、ご報告いたします。 

 

議事日程報告 松林議長  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

議席の指定及

び変更 

松林議長  日程第１、議席の指定及び変更を行います。 

 今回新たに当選されました天間財子議員の議席は、会議規則第４

条第２項の規定によって、３番に指定します。 
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 また、天間財子議員の議席の指定に関連し、会議規則第４条第３

項の規定によって、議席の一部を変更いたします。変更後の議席は、

お手元に配りました議席図のとおりです。 

 なお、議席変更に伴う席替えは、本会議の効率的な運営を図る観

点から、本定例会２日目からといたしますので、ご了承願います。 

 

会議録署名議

員の指名 

松林議長  日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、１２番、楢山忠議員及び１３番、

川口弘治議員を指名いたします。 

 

会期の決定 松林議長  日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 会期決定の前に、議会運営委員長の報告を求めます。 

 委員長、演壇にてお願いします。 

 議会運営委員長。 

 

委員長報告 川口議会運営委

員長 

 議会運営委員会より報告いたします。 

 去る２月１０日告示、本日招集されました令和８年第１回おいら

せ町議会定例会の会期等について、先般、２月２７日に議会運営委

員会を開催し審査した結果、本定例会の会期は、別紙配付の「会期

及び審議予定表」のとおり、本日３月５日から３月１１日までの７

日間とすることに決定いたしました。 

 本日５日、木曜日は議案の一括上程及び予算特別委員会の設置、

明日６日、金曜日から８日、日曜日までは、議案熟考のための休会、

９日、月曜日は、一般質問及び議案審議、１０日、火曜日は引き続

き議案審議及び予算特別委員会における付託議案の審査、１１日、

水曜日は引き続き予算特別委員会における付託議案の審査、そして

特別委員会終了後の本会議での議案審議、以上のとおり進行してま

いりたいと思いますので、何とぞ議員各位のご理解とご協力を賜

り、当委員会の決定にご賛同くださいますよう、お願い申し上げま

して、委員会報告といたします。 

 

 松林議長  議会運営委員長の報告が終わりました。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、議会運営委員長の報告のとおり、本日３月５

日から３月１１日までの７日間といたしたいと思います。これにご
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異議ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は、本日３月５日から３月１１日までの

７日間とすることに決しました。 

 

諸般の報告 松林議長  日程第４、諸般の報告をいたします。 

 議長としての報告事項は、配付資料のとおりです。ご了承くださ

い。 

 なお、地方自治法第１０９条第９項及びおいらせ町議会委員会条

例第７条第１項の規定により、閉会中の令和８年３月２日に天間財

子議員を欠員となっておりました総務文教常任委員に選任します

ので、ご報告いたします。 

 次に、本日までに受理いたしました陳情書等につきましては、別

紙配付の請願・陳情文書表のとおりです。先般このことについて、

議会運営委員会において審査した結果、陳情第３号、陳情第４号並

びに陳情第１号については、議員の資料配付とすることにいたしま

したので、ご了承ください。 

 なお、本定例会の会期中は、円滑な議案審議及び広報写真撮影の

ため、関係職員が議場内を出入りすることに許可を与えております

ので、各議員に報告しておきます。 

 

行政報告 松林議長  日程第５、行政報告の申入れがありましたので、これを許します。 

 初めに、第２期八戸圏域連携中枢都市圏ビジョンの変更につい

て、当局の説明を求めます。 

 政策推進課長。 

 

 政策推進課長 

（田中貴重君） 

 皆さんおはようございます。 

 それでは、令和８年第１回町議会定例会行政報告資料ナンバー

１、第２期八戸圏域連携中枢都市圏ビジョンの変更についてをご用

意ください。 

 まず、１の趣旨であります。八戸圏域８市町村で構成する連携中

枢都市圏の取組については、現在、第２期八戸圏域連携中枢都市圏

ビジョンとして、令和４年度から令和８年度までの５か年で事業を
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進めているところであります。 

 この間、計画されている事業については、毎年度事業の見直しを

行っておりますが、現在のビジョンに掲載され、実施している事業

のうち、令和８年度からは２件の事業が終了となることから、ビジ

ョンの変更を報告するものであります。 

 ２の変更内容でありますが、（１）の事業の終了について、これ

まで実施してきました、革新的ものづくり企業連携促進事業は、専

門支援機関が充実していることと、本事業と役割を果たす場が圏域

内で十分に存在していること。次に、圏域事業者ＰＲイベント事業

は、ＰＲイベントの効果が限定的であることや、会場使用料の費用

の増加が見込まれることの理由で、２事業を終了するものでありま

す。 

 なお、ただいま説明しました変更する連携事業につきましては、

２ページから３ページにかけて、一覧を掲載しております。 

 １ページに戻っていただきまして、３の今後の予定であります

が、３月下旬に八戸市が７町村から文書協議を経た後に、ビジョン

の変更を決定する予定となっております。 

 今回の変更に伴う連携協定の変更は要しないものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 松林議長 

 

 説明が終わりました。 

 次に、まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗状況について、当

局の説明を求めます。 

 政策推進課長。 

 

 政策推進課長 

（田中貴重君） 

 続きまして、行政報告資料ナンバー２、まち・ひと・しごと創生

総合戦略の進捗状況についてをご用意ください。 

 １ページをご覧ください。１、趣旨でありますが、昨年度策定し

た「第３期おいらせ町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の進捗状

況を報告するものであります。 

 ２の令和６年度の進捗状況についてでありますが、概要を順に報

告いたします。 

 （１）おいらせ町まち・ひと・しごと創生総合戦略については、

令和７年度の状況も含め、報告します。 

 委員は任期満了に伴い、１１月に新たに１１名を委嘱しておりま
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す。 

 ２ページをご覧ください。８月２９日に実施した第１回戦略会議

は全委員の体制で行っており、これまで実施した２年間の報告を行

いました。第２回会議では、１ページに記載した新たな委員体制と

なり、組織会と前体制から実施している地方創生事業や、まちの発

展に向けた意見交換等を行うおいらせラボの継承を決めました。な

お、ラボとは実験室、研究室という意味に当たります。 

 第３回戦略会議では、おいらせラボの部員決定と総合戦略の令和

６年度の達成度や進捗状況の確認を行っております。 

 ３ページをご覧ください。（２）の、実施した地方創生事業であ

りますが、今回は２つの地方創生を実施しました。 

 まず、①の地域おこし協力隊によるＬＩＮＥ講座であります。 

 おいらせラボでデジタルデバイト、情報格差対策を協議し、政策

推進課に配属されている地域おこし協力隊、宮隊員の協力により実

現しました。今回は実証実験的に、事前に相談を受けていた三本木

町内会で実施しましたが、今後、要望があれば実施したいと考えて

おります。 

 ４ページをご覧ください。②空き家を活用した世代間交流拠点つ

くりでありますが、こちらも戦略会議やおいらせラボ等で検討し、

昨年の７月３日に下前田地区の「しもくば」という名称で立ち上が

りました。現在は青森県の持続可能な地域社会構築に向けた市町村

伴走事業を活用し、青森県の職員、百石高校、町社会福祉協議会、

町の関係者に弘前大学からのアドバイザーを交え、世代間交流拠点

づくりを進めております。 

 しもくばについては、子ども向けのフリースペースや駄菓子の販

売を行っており、主に小学生や中学生が集まり、特に百石高校生に

おかれては小学生に宿題を教えたり、高齢者向けにスマートフォン

の使い方講座を行ったりしているようです。 

 ５ページをご覧ください。（３）の数値目標・重要業績評価指標

（ＫＰＩ）の達成状況でありますが、現在の総合戦略では、３５の

目標及び指標を設定しており、令和６年度の達成状況は、達成度が

高と中の割合は６８.６％となりました。詳しくは別紙１のとおり

になりますが、主に結婚、出産、子育てに関連する指標の達成度が

高く、地域産業の育成、特に一次産業に関する指標の達成度が低い

状況でありました。 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－８－ 

 （４）の企業版ふるさと納税でありますが、令和６年度の受入実

績は１件、令和７年度は途中でありますが、２件となりました。 

 なお、令和７年度から地域再生計画を更新したことにより、受け

入れ事業の名称が変更となっております。 

 ６ページをご覧ください。３の令和８年度の推進方針についてで

ありますが、４月から引き続き、おいらせラボを開催し、地方創生

事業の検討等を進めていきます。 

 １０月以降に、令和７年度の総合戦略内のＫＰＩや進捗状況の確

認、評価を行い、また来年３月に報告したいと考えております。 

 以上で説明を終わります。 

 

 松林議長 

 

 説明が終わりました。 

 次に、令和７年青森県東方沖地震の被害状況及び被災者支援等の

実績について、当局の説明を求めます。 

 まちづくり防災課長。 

 

 まちづくり防災

課長 

（久保田優治君） 

 おはようございます。 

 まちづくり防災課からは、令和７年青森県東方沖地震の被害状況

及び被災者支援等の実績についてご説明いたしますので、行政報告

資料ナンバー３をお開きください。 

 まず１、要旨ですが、本題のとおり令和７年１２月８日発生の青

森県東方沖地震に伴う被害状況につきましては、昨年１２月定例会

会期中に、２回の状況報告と議員全員協議会において、被災者支援

等の対応状況について、それぞれご説明と協議をした上で、本年１

月２８日の町議会第１回臨時会において、対応する補正予算の専決

処分の承認をはじめ、議案の議決をいただいたところです。 

 このたび、２月１３日付で災害救助法の適用が解除となりました

ので、改めてその被害状況と被災者支援等の実績として取りまとめ

ましたので、その概要を報告するものです。 

 ２、被害状況の報告ですが、（１）人的被害状況では、死者及び重

症者等はなく、軽症２名はともに女性です。 

 次の（２）住家等の被害状況のうち、①住家では、相談件数２２

件のうち、全壊から準半壊に至るまでの被害はゼロで、表右端の準

半壊に至らない一部損壊が１４件あり、罹災証明を１４件発行して

おります。また、②非住家では、住家との重複者もおりますが、相
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談件数１３件のうち、被災証明書の発行は５件となっております。 

 次に（３）公共施設等被害では、既に専決処分または臨時議会で

予算措置し、ご承知のものとなりますが、表中のナンバー１、開明

橋から、次の２ページにかけてのナンバー１５、役場分庁舎まで、

予算額の計は４，２９７万円となっておりますが、注釈にあるとお

り、職員及び保守業者等による対応で復旧したものや、経過観察中

の案件等については掲載を省略しております。 

 次に（４）事業者等の被害ですが、２１件、被害額約６００万円

となっておりますが、注釈のとおり、町商工会及び町で把握してい

るもののみで、全容の把握は困難となっております。補足しますと、

大型店舗等は被害状況等を非公表としているところがほとんどの

ためです。 

 なお、その下にその他の被害として、①明神山土鼻神社の灯篭転

倒、②木内々墓地の墓石転倒、③法運寺の戦没者供養塔転倒につい

ての報告を受けております。 

 また、さらに補足となりますが、③戦没者供養等については、町

遺族会によって建立されされたものとして、本議会一般会計補正予

算案に２１万円の修繕費用の補助金を計上しているところです。 

 次の３ページ、３、被災者支援の実績に移ります。 

 ナンバー１、住家等の罹災・被災証明書の発行は、先ほどの被害

状況のところでも説明した内容と重複しますが、住家の罹災証明書

が１４件、非住家の被災証明書が５件、ナンバー２、事業用資産等

の被災証明書の発行は商工観光事業者等で２件、いずれも無料で発

行しております。 

 また、ナンバー３、住家の応急修理からナンバー７、被災者の生

活再建に係る資金貸付までは実績なしとなっております。 

 次に４、一般寄附・指定寄附の状況ですが、ナンバー１、ふるさ

と応援寄附金は記載がございませんが、災害復旧支援分になりまし

て、６４５件の１，１２４万６，０２０円。２、青森県町村会様か

ら３万円。３、全国町村会様から３万円。４、千葉県の株式会社合

同資源様から１００万円。５、ユニバース株式会社様から来客者募

金１万１，８３４円を、それぞれ見舞金や支援金としてご寄附いた

だいております。 

 また、本資料掲載には間に合いませんでしたが、２月中に公益財

団法人青森県市町村振興協会様から５０万円の寄附を申し出いた



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－１０－ 

だいております。これらも本議会一般会計補正予算案に一部計上し

ておりますので、補足しておきます。 

 以上で説明を終わります。 

 

 松林議長 

 

 説明が終わりました。 

 次に、おいらせ町一般廃棄物処理基本計画について、当局の説明

を求めます。 

 町民課長。 

 

 町民課長 

（佐藤啓二君） 

 おはようございます。資料ナンバー４、おいらせ町一般廃棄物処

理基本計画についてをご用意ください。 

 １、案件の趣旨です。この計画は、廃棄物処理法により、市町村

に策定義務のある計画です。このたび策定する計画は、町のごみの

減量化、資源化、適正処理を進めるための基本的事項を定めていま

す。 

 次に２、策定の経緯です。資料、中ほどの表で説明いたします。

今までは、十和田地域広域事務組合を構成する５市町村全部を対象

区域にして、広域事務組合で一括して計画を策定していました。つ

まり、市町村ごとの基本計画はない状態でありました。これを、令

和８年度から１０年間、構成する５市町村、それぞれで策定するこ

ととしたものです。 

 ３に進みます。基本方針について、ページ下段の図で説明いたし

ます。図の中ほどに記載の３つの方針について、右側、①から④ま

でのそれぞれの主体が役割と責任を持って取り組んでいくことと

しています。 

 次のページにお進みください。 

 ４、目標です。まず、目標値の設定について表で説明いたします。

４種類のごみの排出量、それからリサイクル率、この全部で５つの

項目について、実績値を示しています。環境省の通知により、可燃

ごみの１人１日当たりの目標値については、５８０グラムか、令和

２年度実績値から１６％削減した値、いずれか大きいほうにするこ

ととされております。これにより、町では令和２年度実績値から１

６％削減した値を採用しました。表の２列目、一番右の欄、令和１

７年度の目標値を６５７グラムと設定いたしました。 

 次に達成に向けた施策です。それぞれ取り組むとした事項の主な
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ものについて説明します。 

 （１）可燃ごみ。生ごみの減量化や積極的な資源回収に努めるこ

と。また、家庭ごみの有料化やごみ処理手数料の見直しの検討を行

うこととしています。 

 （２）不燃ごみは小型家電の取組。 

 （３）粗大ごみは再利用の取組の検討。 

 （４）資源ごみは集団回収の参加の呼びかけ。品目の拡大の検討

など。 

 （５）リサイクル率は、次のページに移りまして、広報活動やプ

ラ製品の分別の検討などを実施していくこととしています。 

 最後、スケジュールです。３月中に計画を確定し、４月に町ホー

ムページで公表を予定しております。公表以降のことについて付け

加えて説明します。この市町村ごとの計画を基に、令和１８年度稼

働開始を目標としている広域事務組合の新しいごみ処理施設の規

模設計を行うこととしています。削減目標を持った市町村ごとの計

画、これに基づいて、新工場の設計をすることで、建設費用につい

て、国からの交付金を活用できるとのことです。 

 なお、計画書本編につきましては、お手元にお配りしたとおりで

すので、後ほどお読み取りいただけますようお願いいたします。 

 以上で報告を終わります。 

 

 松林議長 

 

 説明が終わりました。 

 これで行政報告を終わります。 

 

議案の上程 松林議長  日程第６、議案の一括上程について、議案第３号から議案第２０

号まで、以上１８件を一括上程いたします。 

 町長から提案理由の説明を求めます。 

 演壇にてお願いします。 

 

提案理由の説

明 

町長 

（成田 隆君） 

 おはようございます。 

 それでは、本定例会に提案いたしました議案の提案理由をご説明

申し上げます。 

 初めに、議案第３号、おいらせ町執行機関の附属機関の設置等に

関する条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げま

す。 
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 本案は町長の附属機関として、新たに空き家等対策の実施に係る

協議会を設置するため提案するものであります。 

 次に、議案第４号、おいらせ町印鑑条例の一部を改正する条例に

ついてご説明申し上げます。 

 本案は、電気通信事業法の一部改正に伴い、所要の改正を行うた

め提案するものであります。 

 次に、議案第５号、おいらせ町火入れに関する条例の一部を改正

する条例についてご説明申し上げます。 

 本案は八戸地域広域市町村圏事務組合火災予防条例の一部改正

により、屋外での火の使用制限に関して、新たに林野火災の予防に

関する規定が新設されることから、火入れの中止に係る要件を追加

するため提案するものであります。 

 次に、議案第６号、町道の路線認定についてご説明申し上げます。 

 本案は、開発行為により築造された道路路線認定するため、道路

法第８条第２項の規定に基づき提案するものであります。 

 次に、議案第７号、令和７年度おいらせ町一般会計補正予算（第

９号）についてご説明申し上げます。 

 本案は既定予算の総額に４億４，８７１万６，０００円を追加し、

予算の総額を１４７億９，７８５万９，０００円とするものであり

ます。 

 歳出の主な内容でありますが、総務費では公共施設整備基金積立

金を増額、農林水産業費では、支援基本計画実装農業構造転換支援

事業費補助金を計上。教育費では、木ノ下中学校講堂解体工事費を

計上するほか、各款にわたって執行見込み額の精査により、減額ま

たは増額するものであります。 

 一方、歳入では普通交付税を増額、歳出の農林水産業費に計上し

た新基本計画実装農業構造転換支援事業費補助金の財源として、県

支出金を計上するほか、収入見込額の精査により、減額または増額

するものであります。 

 また、第２表、継続費補正は１件の変更、第３表、繰越明許費補

正は、１３件を追加し、第４表、地方債補正は、３件の追加及び１

９件の変更するものであります。 

 次に、議案第８号、令和７年度おいらせ町国民健康保険特別会計

補正予算（第４号）についてご説明申し上げます。 

 本案は、既定予算の総額に２，３７６万２，０００円を追加し、
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予算の総額を２４億８，９２２万５，０００円とするものでありま

す。主な内容は歳出では、保険給付費を増額する一方、歳入では県

支出金を増額するものであります。 

 次に、議案第９号、令和７年度おいらせ町奨学資金貸付事業特別

会計補正予算（第２号）についてご説明申し上げます。本案は、既

定予算の総額から１５５万７，０００円を減額し、予算の総額を１，

６５２万９，０００円とするものであります。 

 主な内容は歳出では、奨学資金貸付金を減額する一方、歳入では

奨学基金繰入金を減額するものであります。 

 次に、議案第１０号、令和７年度おいらせ町介護保険特別会計補

正予算（第４号）についてご説明申し上げます。本案は既定予算の

総額から１億２８６万９，０００円を減額し、予算の総額を２４億

４，８２４万１，０００円とするものであります。 

 主な内容は、歳出では保険給付費を減額する一方、歳入では、支

払基金交付金を減額するものであります。 

 次に、議案第１１号、令和７年度おいらせ町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第４号）についてご説明申し上げます。 

 本案は、既定予算の総額から１６７万８，０００円を減額し、予

算の総額を３億５，７４２万９，０００円とするものであります。 

 主な内容は、歳出では後期高齢者医療広域連合納付金を減額する

一方、歳入では一般会計繰入金を減額するものであります。 

 次に、議案第１２号、令和７年度おいらせ町病院事業会計補正予

算（第５号）についてご説明申し上げます。 

 本案は、収益的収入及び支出の既決予定額から１，３０１万５，

０００円を減額し、予定額の総額を１１億８，７３３万３，０００

円とするほか、資本的収入の既決予定額から１６万５，０００円を

減額するものであります。 

 なお、資本的収入の補正に伴い、当年度分損益勘定留保資金の補

填額を増額するものであります。 

 次に、議案第１３号、令和７年度おいらせ町下水道事業会計補正

予算（第４号）についてご説明申し上げます。 

 本案は、収益的収入の既決予定額から７万７，０００円を減額し、

収入予定額を８億５，８５１万７，０００円とし、支出の既決予定

額から３３３万７，０００円を減額し、支出予定額を７億９，６６

５万４，０００円とするほか、資本的収入の既決予定額に７，５１
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２万円を追加し、収入予定額を７億４，５２１万３，０００円とし、

支出の既決予定額に８，３５０万３，０００円を追加し、支出予定

額を８億７，７７７万４，０００円とするものであります。 

 次に、議案第１４号、令和８年度おいらせ町一般会計予算につい

てご説明申し上げます。 

 日本経済は、物価の高騰、賃金の上昇や金利の上昇など、経済環

境や生活環境が大きく変化してきております。また、全国的に少子

高齢化や人口減少など、様々な課題に直面しております。 

 このような中、国が示した令和８年度地方財政計画では、地方自

治体の安定した財政財政運営に必要な一般財源は、令和７年度から

３兆７，３６４億円、５.９％増となる、６７兆５，０７８億円を確

保するとしております。 

 さて、当町の財政状況を振り返りますと、物価や労務費の上昇に

起因する各種経費の増加、高齢化による社会保障費等の増加によ

り、厳しい財政環境にあります。 

 一方で、子育て支援など、独自の行政サービスの充実を図りつつ、

新庁舎やおいらせ病院の移転新築に備えた財源確保など、まちの将

来を見据えた財政運営を行っているところであります。 

 令和８年度の予算編成に当たっては、行政サービスの継続、新庁

舎の整備や公共施設の長寿命化、子育て対策などに対応するため、

より一層の財源確保に努めたところであります。 

 この結果、編成いたしました令和８年度一般会計予算総額は、１

２１億７００万円となりました。前年度と比較しますと２億８００

万円、１.７％の減となっております。 

 初めに、歳入の主なものについてご説明申し上げます。まず、最

も重要な自主財源である町税は、賃金の上昇等に伴い増額計上して

おります。 

 次に、町の最大の財源である地方交付税は、国の地方財政計画及

び町税の増額を踏まえ、減額計上しております。 

 また、国庫支出金及び県支出金につきましては、歳出の子どもの

ための教育・保育給付費及び障害者給付費などの財源として、増額

計上しております。 

 一方の歳出は、令和８年度において新規及び拡大事業としたもの

の中から、主なものをご説明申し上げます。 

 総務費では、新庁舎等建設造成工事費、空き家実態調査委託料、
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藤ヶ森地区生活会館及び鶉久保地区農業構造改善センターの外壁

等改修工事を計上しております。 

 民生費では、障害者・障害児への給付費、子どものための教育・

保育給付費を増額計上しております。 

 衛生費では、令和２年度に解散した十和田地区環境整備事務組合

の財産である三沢地区衛生センター解体工事費等負担金を計上し

ております。 

 農林水産業費では、県営間木地区通作条件整備事業費負担金、農

村環境改善センター外壁等改修工事費を計上しております。 

 土木費では、開明橋撤去工事測量設計委託料を計上しておりま

す。 

 消防費では、百石第３分団の水槽付消防ポンプ自動車の購入費

用、指定避難所空調機器設置工事費を計上しております。 

 教育費では、町民交流センターボイラー交換工事費、いちょう公

園体育館キュービクル等改修工事費を計上しております。 

 また、第２表、継続費では、１件の事業について、年割額等を設

定するものであります。第３表、地方債では２１件の事業について

限度額等を定めるものであります。 

 次に議案第１５号、令和８年度おいらせ町国民健康保険特別会計

予算についてご説明申し上げます。 

 予算の総額は２４億７，００３万４，０００円で、前年度と比較

しますと、６，９１５万４，０００円、２.９％の増となっておりま

す。主なものとして保険給付費及び国民健康保険事業費納付金を計

上しております。 

 次に議案第１６号、令和８年度おいらせ町奨学資金貸付事業特別

会計予算についてご説明申し上げます。 

 予算の総額は１，７６０万６，０００円で、前年度と比較します

と３万９，０００円、０.２％の増となっております。主なものと

して、継続貸付者１７人、新規貸付者１９人を見込み、奨学資金貸

付金を計上しております。 

 次に議案第１７号、令和８年度おいらせ町介護保険特別会計予算

についてご説明申し上げます。 

 予算の総額は２４億６，８７０万５，０００円で、前年度と比較

しますと、３，８９４万９，０００円、１.６％の増となっておりま

す。主なものとして保険給付費及び地域支援事業費を計上しており
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ます。 

 次に議案第１８号、令和８年度おいらせ町後期高齢者医療特別会

計予算についてご説明申し上げます。 

 予算の総額は３億２，２３０万１，０００円で、前年度と比較し

ますと、１，０６２万４，０００円、３.４％の増となっておりま

す。主なものとして、後期高齢者医療広域連合納付金を計上してお

ります。 

 次に議案第１９号、令和８年度おいらせ町病院事業会計について

ご説明申し上げます。 

 収益的収入及び支出の予定額は、１２億３３６万２，０００円で、

前年度と比較しますと６，８０９万円、６.０％の増となっており

ます。一方、資本的収入の予定額は、７，５２８万７，０００円、

支出の予定額は９，９８４万円となり、不足する２，４５５万３，

０００円は、当年度分損益勘定留保資金で補塡するものでありま

す。 

 次に議案第２０号、令和８年度おいらせ町下水道事業会計につい

てご説明申し上げます。 

 収益的収入の予定額は８億３，００３万２，０００円、支出の予

定額は７億５，９８１万４，０００円を計上しております。 

 一方、資本的収入の予定額は、６億２，３６５万９，０００円。

支出の予定額に７億９，２６６万８，０００円を計上し、不足する

１億６，９００万９，０００円は、当年度分損益勘定留保資金等で

補塡するものであります。 

 以上、本定例会に提案いたしました議案の提案理由を申し上げま

したが、詳細につきましては、審議の過程におきまして、本職をは

じめ担当課長に説明いたさせますので、何とぞ慎重にご審議の上、

議決いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 松林議長  総務課長心得。 

 

 総務課長心得 

（安藤 靖君） 

 ただいま町長から提案理由を申し述べましたけれども、おいらせ

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）の部分について、予

算の総額を３億５，７４２万９，０００円と申し述べましたが、正

しくは、予算の総額を３億５，７４２万５，０００円とするもので

あります。 
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 以上です。 

 

 松林議長  次に、発委第１号を上程いたします。 

 議会運営委員長から提案理由の説明を求めます。 

 演壇にてお願いいたします。 

 議会運営委員長。 

 

 川口議会運営委

員長 

 発委第１号、おいらせ町議会の個人情報の保護に関する条例施行

規程の一部を改正する訓令について、提案理由をご説明申し上げま

す。 

 本案は、住民基本台帳カードの有効期間満了に伴い、開示請求等

において必要となる本人確認書類を改めるため提案するものであ

ります。 

 概要についてご説明します。 

 この訓令は、当町議会における個人情報の適正な取扱いに関し、

必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂

正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議

会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護

するための施行に関し必要な事項を定めておりますが、開示請求等

において、住民基本台帳カードは本人確認書類として使用可能であ

りましたが、令和７年末で全ての住民基本台帳カードの有効期間の

満了に伴い、本人確認書類として使用できなくなったため、様式か

らその文言を削除するものであります。 

 この訓令の施行期日は、公表の日から施行し、令和８年１月１日

から適用となります。 

 なお、令和８年２月１８日付で青森県町村議会議議長会から当条

例施行規程例の一部改正についての通知があり、この例にならい、

改正するものであります。 

 何とぞ、原案のとおりご決定賜りますようお願い申し上げまし

て、提案理由といたします。 

 

 松林議長  以上で提案理由の説明を終わります。 

 日程第７、予算特別委員会の設置及び議案の付託についてお諮り

します。 

 議案第１４号、令和８年度おいらせ町一般会計予算についてか
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ら、議案第２０号、令和８年度おいらせ町下水道事業会計予算につ

いてまでの７議案については、全議員をもって構成する予算特別委

員会を設置し、これを付託して審査することにしたいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  異議なしと認めます。 

 よって、議案第１４号から議案第２０号までの７議案について

は、全議員をもって構成する予算特別委員会を設置し､これを付託

して、審査することに決定いたしました。 

 

予算特別委員会

委員長・副委員

長の互選 

松林議長  次に、予算特別委員会委員長及び副委員長の互選についてです

が、慣例により、本会議で行います。 

 このことについて、先般、開催されました議会運営委員会におい

て、産業民生常任委員会委員長と同副委員長が当たることとして話

合いが行われましたので、この方法によって互選したいと思いま

す。 

 これにご異議ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  異議なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 予算特別委員会の委員長には、産業民生常任委員会委員長である

楢山忠議員、副委員長には、同副委員長である、小向幸祐議員を選

任することに、ご異議ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 松林議長  異議なしと認めます。 

 よって、委員長に楢山忠議員が、副委員長に小向幸祐議員が選任

されました。 

 

日程終了の告知 松林議長  これで、本日の日程は、全て終了いたしました。 

 以上で、本日の会議を閉じます。 
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次回日程の報告 松林議長  ９日、月曜日は、午前１０時から本会議を開き、一般質問を行い

ます。 

 

散会宣言 松林議長  本日は、これで散会いたします。 

 

  （散会時刻 午前１０時４８分） 

 

 事務局長 

（小向正志君） 

 修礼を行いますので、ご起立願います。 

 礼。 
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